
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年10月22日提出

【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田　隆

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

【事務連絡者氏名】 土屋　裕子

【電話番号】 03-6205-1649

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型）

ＢＤＣプラス（為替ヘッジなし／年１回決算型）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型）

　7,500億円を上限とします。

ＢＤＣプラス（為替ヘッジなし／年１回決算型）

　7,500億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年9月10日付をもって提出しました「ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型）」および

「ＢＤＣプラス（為替ヘッジなし／年１回決算型）」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいま

す。）について、繰上償還にかかる手続きを開始することによる訂正、その他訂正すべき事項があるた

め、本訂正届出書により訂正を行うものです

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

ている内容は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

2020年9月11日から2021年3月11日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

＜訂正後＞

2020年9月11日から2021年3月11日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

ただし、2020年12月4日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、取得の申込みは2021

年1月27日までとなります。

（繰上償還手続きの実施について）

各ファンドは2016年12月に設定され、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりま

したが、それぞれ信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続してお

ります。今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるこ

とから繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信

託契約を解約（繰上償還）する予定です。

この繰上償還は、2020年10月26日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。

2020年12月4日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2

以上に当たる多数をもって可決された場合、2021年1月29日をもって繰上償還を行います。

なお、2020年10月23日以降に、各ファンドの取得申込みをされることにより取得された受益権につ

いては、議決権はありません。

各ファンドの取得申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ

い。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

 

ファンド

純資産総額に年1.177％（税抜き1.07％）の率を乗じて得た金額が、毎日

信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。

また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中か

ら支弁するものとします。

信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

＜信託報酬の配分（税抜き）＞

支払先 料率 役務の内容

委託会社 年0.34％ ファンドの運用等の対価

販売会社 年0.70％

交付運用報告書等各種書類の送付、口座

内でのファンドの管理、購入後の情報提

供等の対価

受託会社 年0.03％
ファンドの財産の保管および管理、委託

会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

投資対象とする

投資信託

年0.668447％（税抜き0.62077％）～年0.752867％（税抜き0.69187％）

程度
＊

（直近の資産配分比率を用い、変動を加味した試算）

 実質的な負担

ファンドの純資産総額に対して年1.845447％（税抜き1.69077％）～年

1.929867％（税抜き1.76187％）程度
＊

（直近の資産配分比率を用い、変動を加味した試算）

※実質的な負担は、実際の組入状況等により変動します。

　　　＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、

純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

＜訂正後＞

 

ファンド

純資産総額に年1.177％（税抜き1.07％）の率を乗じて得た金額が、毎日

信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。

また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中か

ら支弁するものとします。

信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

＜信託報酬の配分（税抜き）＞

支払先 料率 役務の内容

委託会社 年0.34％

ファンドの運用およびそれに伴う調査、

受託会社への指図、基準価額の算出、法

定書面等の作成等の対価
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販売会社 年0.70％

交付運用報告書等各種書類の送付、口座

内でのファンドの管理、購入後の情報提

供等の対価

受託会社 年0.03％
ファンドの財産の保管および管理、委託

会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

投資対象とする

投資信託

年0.668447％（税抜き0.62077％）～年0.752867％（税抜き0.69187％）

程度
＊

（直近の資産配分比率を用い、変動を加味した試算）

 実質的な負担

ファンドの純資産総額に対して年1.845447％（税抜き1.69077％）～年

1.929867％（税抜き1.76187％）程度
＊

（直近の資産配分比率を用い、変動を加味した試算）

※実質的な負担は、実際の組入状況等により変動します。

　　　＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、

純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

イ　個別元本について

（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた

ります。

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を

行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ

ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま

す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受

取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本

の算出が行われることがあります。

（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から

当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参

照。）

ロ　一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に

ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

ハ　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま

す。

①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元

本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部

分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配

金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け

取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した

額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆

するものではありません。

 

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ⅰ．収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および

地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ

る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

ⅱ．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税

５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）

の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社

債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる

譲渡益および配当等との通算が可能です。

（ロ）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過

額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

 

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非

課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ

ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社

にお問い合わせください。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年6月末現在の情報をもとに作成

しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

 

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（３）【信託期間】

＜更新後＞

2016年12月16日から2026年12月15日まで、もしくは下記「（５）その他 イ　信託の終了」に記載

された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

※2020年12月4日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2021年1月29日までとなりま

す。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

イ　資本金の額および株式数

 2020年8月31日現在

資本金の額 20億円

会社が発行する株式の総数 60,000,000株

発行済株式総数 33,870,060株

 

ロ　最近５年間における資本金の額の増減

該当ありません。

 

ハ　会社の機構

委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を

もって行い、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期

の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定

することができます。

 

ニ　投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助

言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を

行っています。

 

2020年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

りです。

 本　数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 755 7,748,981

単位型株式投資信託 123 585,250

追加型公社債投資信託 1 28,694

単位型公社債投資信託 182 454,854

合　計 1,061 8,817,781
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